
青森銀行における長時間労働削減に係る取組 １ 

１ 定時退行の推奨（従前からの取組） 

  

１ 定時退行日の設定 ○   毎月５日間以上を設定（原則水曜日）。 
   水曜日のみでは５日間に満たない月においては、各部所店 
   において、任意の日を定時退行日として設定。 

２ ノー残業ウィークの設定 ○ 毎年２月と８月に設定。全店一斉に定時退行に取り組む。 
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２ 「朝方勤務」の推奨（今年度新たな取組） 

○ 政府が推進する「ゆう活」を踏まえ、今年７月１６日～９月１５日の２か月間で実施。 
○ 時間外勤務が必要な場合は、所定労働時間における始業時刻前の時間外勤務を推奨。 
○ 始業時刻前に時間外勤務をした場合、当日の終業時刻以降の時間外勤務は原則として 
   行わないよう呼び掛け、「ゆう活」本来の目的に沿う運用とした。 



青森銀行における長時間労働削減に係る取組 ２ 

３ 定時「前」退行キャンペーン 「Ｆｉｖｅ Ｕｐ Ａｃｔｉｏｎ！」  （今年度新たな取組） 

  

○ 総労働時間の削減により、更なる「ワーク・ライフ・バランス」の実現を図る。 

○ キャンペーンは、今年１１月１日～１２月３１日の２か月間で実施。 
○ 毎週水曜日を「Ｆｉｖｅ Ｕｐ Ｄａｙ！」として、終業時刻である午後５時４５分 
  より前の、午後５時に業務を終え、終業時刻前の退行を推奨。 
○ 所属職員全員の定時前退行が困難な場合、係単位等での実施を推奨。 
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１ 目的 

２ 実施内容等 

○以下のような好影響が認められた。 
 

【取り組んだ結果】 
・仕事に対するモチベーションが上がった。 

・段取りよく業務を進めたことにより、いつも
より訪問先を増やすことができた。 
・光熱費の削減にもつながった。 

・時間外労働が周囲に与える影響を考える
きっかけになった。 
など 

○ある店舗の例 

午後５時に退行するためにはどうしたら
いいか、職員同士で検討した。 
 

【検討した結果】 

・業務の優先度をいつも以上に意識し、効率
化を図ることとした。 

・多忙な部署の業務の一部を、他の部署で分
担することとした。 
などが上がった。 


